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「新型コロナウイルス感染症」拡大防止に関する対応について（通知） 

（令和２年７月28日時点） 
 

日頃より本校の教育活動に御理解、御協力いただき、ありがとうございます。 

現在、国内・県内において新型コロナウイルスの感染者が増加しており、磐田市において

も感染者が発生し、一段と注意が必要な状況になっています。 

今後も引き続き感染症拡大防止に努めてまいりますが、本校関係者に感染者が発生したり、

濃厚接触者等感染の可能性が生じたりした場合に、迅速かつ適切な対応を講じていく必要が

あります。 

そこで、下記のとおり御理解、御協力の程、よろしくお願いします。 
 

記 
 
１ 生徒及び家族等の近親者に感染の可能性が生じた場合や感染者になった場合 

  速やかに学校にお知らせください。（情報は秘匿します。） 

  なお、保護者等近親者が濃厚接触者と判断された場合、保護者等の近親者に感染

の可能性がなくなるまで、お子さんは自宅待機となります。 
 
  週休日や閉庁日の場合、磐田市役所代表（０５３８－３７－２１１１）に連絡し、以下

の内容を伝えてください。のちほど、学校から連絡をいれさせていただきます。 
 
  「新型コロナウイルスの件で学校と連絡をとりたい」旨と次の４点を伝える。 

  ① 学校名 

  ② 学年 

  ③ 生徒氏名 

  ④ 連絡先（電話番号） 

 

２ 本校生徒や教職員が、濃厚接触者になった場合 

該当する生徒や教職員の学校での活動状況から感染を防ぐ範囲を検討し、「学級閉鎖」「学

年閉鎖」等の措置をとります。（これまでの「学府単位」での臨時休業から変更します。） 

ただし、対応後に保健所等の関係機関の判断により措置を変更することもあり得ます。 
 
３ 本校生徒や教職員が感染者になった場合 

  原則、３日間を基準として臨時休業の措置をとります。（これまでの「学府単位

で14日間」の臨時休業から変更します。） 

  ただし、保健所等の関係機関の判断により変更もあり得ます。 
 
４ その他 

・ 御家庭においても「新しい生活様式」に準じて、感染予防対策を行ってください。 

・ 感染地域への往来はできる限り控えるようお願いします。 

・ 御家族等が感染地域と往来したり帰省等したりした場合、家族間・お子さんとの接触機

会を減らすような配慮をお願いします。 

・ 夏休みに入ってもお子さんの健康管理のため、日々の検温や体調把握をお願いします。 
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